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(57)【要約】
生検針は、組織サンプルを針の内部に保持し、その保全
性を維持するのを補助するために、組織捕捉要素を針内
腔内に具備する。一特徴にしたがって、いくつかの可撓
性部材が、針を組織に前進させる際に組織が内腔に入る
ことができ、かつ針を抜き取る際に組織サンプルが針か
ら出ることを防ぐような構造を形成する。いくつかの態
様では、可撓性部材は、針の抜取りの始めに対象となる
組織体から組織サンプルを切除するように構成された切
断縁を有してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生検装置であって：
　組織が入ることができる開口を有し、内腔を画定する側壁を有する、針；および
　内腔内に突出した組織捕捉要素であって、組織が該組織捕捉要素を超えて内腔を移動す
ることが可能なように、かつ針から組織が開口を介して抜け出ることを防ぐように構成さ
れた、前記組織捕捉要素を含む、前記生検装置。
【請求項２】
　針の開口が針の遠位端に設けられる、請求項１に記載の生検装置。
【請求項３】
　針の遠位端が、開口の境界に沿って切断縁を有する、請求項２に記載の生検装置。
【請求項４】
　針の遠位端が傾斜した先縁を有する、請求項３に記載の生検装置。
【請求項５】
　引込み可能な鞘をさらに含み、針が鞘の中に配置される、請求項１に記載の生検装置。
【請求項６】
　組織捕捉要素が、内腔の側壁に連結された可撓性部材である、請求項１に記載の生検装
置。
【請求項７】
　組織捕捉要素が内腔内に突出する複数の部材を含む、請求項１に記載の生検装置。
【請求項８】
　複数の部材が通路を形成する可撓性部材を含み、これは、通路の断面積を変化させるた
めに曲げることができる、請求項７に記載の生検装置。
【請求項９】
　複数の部材が、径方向に曲がることができる可撓性部材を含む、請求項７に記載の生検
装置。
【請求項１０】
　可撓性部材が、内側に曲がって、少なくとも１つの他の可撓性部材と接触するように構
築され、配設される、請求項９に記載の生検装置。
【請求項１１】
　可撓性部材の少なくとも１つが、内側に曲がって、少なくとも１つの他の可撓性部材と
接触するように構築され、配設され；かつ２つの可撓性部材の間の接触が補完的な縁また
は表面によるものである、請求項９に記載の生検装置。
【請求項１２】
　生検装置が、３つ～６つの部材を含む、請求項７に記載の生検装置。
【請求項１３】
　生検装置が４つの部材を含む、請求項１２に記載の生検装置。
【請求項１４】
　部材が内腔の中心軸回りに放射対称に配設される、請求項７に記載の生検装置。
【請求項１５】
　部材が、針の長さに沿った長手方向の略同一の位置に配置される、請求項７に記載の生
検装置。
【請求項１６】
　部材の少なくとも１つが、切断要素を含む、請求項７に記載の生検装置。
【請求項１７】
　組織捕捉要素が、内腔内において組織が開口に向かう動きにより、組織が組織捕捉要素
に接触し、組織捕捉要素に付勢して閉止せしめるように構築され、配設される、請求項１
に記載の生検装置。
【請求項１８】
　組織捕捉要素が、内腔内において組織が開口から離れる動きにより、組織が組織捕捉要
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素に接触し、組織捕捉要素に付勢して開放せしめるように構築され、配設される、請求項
１７に記載の生検装置。
【請求項１９】
　組織捕捉要素が、内腔内において組織の開口に向かう動きにより、組織が組織捕捉要素
に接触し、組織捕捉要素を閉止するように構築され、配設される、請求項１７に記載の生
検装置。
【請求項２０】
　開口方向への組織の付勢によって、組織が組織捕捉要素に接触して組織捕捉要素を移動
させるように組織捕捉要素が構築され、配設され、ここで、組織捕捉要素によって形成さ
れた通路は、組織捕捉要素が開口に向かって付勢された組織と接触していないときよりも
小さくなるようにしてなる、請求項１に記載の生検装置。
【請求項２１】
　開口から離れる組織の動きによって、組織が組織捕捉要素を移動させるように組織捕捉
要素が構築され、配設され、ここで、組織捕捉要素によって形成された通路は、組織捕捉
要素が開口から離れるように動く組織と接触していないときよりも大きくなるようにして
なる、請求項２０に記載の生検装置。
【請求項２２】
　弛緩状態において、組織捕捉要素が、開口から離れるように曲げられ、側壁に対して３
０～６０度の間の角度をなす部材である、請求項１に記載の生検装置。
【請求項２３】
　弛緩状態において、組織捕捉要素が、側壁に対して約４５度の角度をなす、請求項２２
に記載の生検装置。
【請求項２４】
　組織捕捉要素が約０．１ｍｍの厚さを有する可撓性部材である、請求項１に記載の生検
装置。
【請求項２５】
　針がプラスチックの針先を含む、請求項１に記載の生検装置。
【請求項２６】
　針がポリカーボネートの針先を含む、請求項１に記載の生検装置。
【請求項２７】
　可撓性部材が側壁と一体である、請求項６に記載の生検装置。
【請求項２８】
　可撓性部材が屈曲性ヒンジによって側壁に一体的に取り付けられている、請求項２７に
記載の生検装置。
【請求項２９】
　可撓性部材が側壁をレーザ切断することによって形成されてなる、請求項２７に記載の
生検装置。
【請求項３０】
　組織捕捉要素が、針とは独立に製造されたものであり、針の側壁に取り付けられた要素
である、請求項１に記載の生検装置。
【請求項３１】
　組織捕捉要素が、内腔よりも断面積が小さい断面を有する内部通路をもつ環である、請
求項１に記載の生検装置。
【請求項３２】
　内部通路が、開口から離れる方向において断面積が徐々に減少する断面を有する、請求
項３１に記載の生検装置。
【請求項３３】
　断面積が徐々に減少する通路断面よりも開口から遠い箇所において、環が、開口から離
れる方向において、通路の断面積の急激な増大を含む、請求項３２に記載の生検装置。
【請求項３４】
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　断面積の急激な増大が、内部孔の最小断面積に直近して生じる、請求項３３に記載の生
検装置。
【請求項３５】
　通路が、面積が徐々に減少する領域と面積が急激に増大する領域との間に延在する、実
質的に断面積一定の長手方向の領域を含む、請求項３３に記載の生検装置。
【請求項３６】
　組織捕捉要素が、組織が内腔内を近位方向に組織捕捉要素を超えて移動することが可能
となるように構成され、かつ組織が遠位方向に動き、開口を介して針から抜け出ることを
防ぐようにさらに構成される、請求項２に記載の生検装置。
【請求項３７】
　針の開口が側壁内部に設けられる、請求項１に記載の生検装置。
【請求項３８】
　組織捕捉要素が側壁内の開口の近位に設けられる、請求項３７に記載の生検装置。
【請求項３９】
　組織捕捉要素が側壁内の開口の遠位に設けられる、請求項３７に記載の生検装置。
【請求項４０】
　組織捕捉要素が、側壁に対して角度をつけて位置決めされた返しを含む、請求項１に記
載の生検装置。
【請求項４１】
　請求項１に記載の生検装置を含む、内視鏡。
【請求項４２】
　針であって：
　第１の断面積をもつ開口を有し、さらに切断先縁を有する、遠位先端；
　針の第１の長尺部位であって、遠位先端の近位に設けられ、第１の断面積よりも小さい
第２の断面積をもつ第１の通路を有する、前記第１の長尺部位；および
　針の第２の長尺部位であって、針の第１の長尺部位の近位に設けられ、第２の断面積よ
りも大きい第３の断面積をもつ第２の通路を有する、前記第２の長尺部位
　を含む、前記針。
【請求項４３】
　遠位先端が傾斜した先縁を含む、請求項４２に記載の針。
【請求項４４】
　針がシリンダ状の外観を有する、請求項４２に記載の針。
【請求項４５】
　第１の内部孔が、針の内部の側壁に取り付けられる挿入部に形成されてなる、請求項４
２に記載の針。
【請求項４６】
　第１の内部孔が針の内部側壁によって形成される、請求項４２に記載の針。
【請求項４７】
　第１の断面積から第２の断面積への移行部が傾斜している、請求項４２に記載の針。
【請求項４８】
　第２の断面積から第３の断面積への移行部が傾斜している、請求項４２に記載の針。
【請求項４９】
　組織サンプルを得る方法であって：
　内腔を有する針の遠位部を組織体に挿入し、組織を内腔内に強制的に入れるステップで
あって、組織のカラムの一部は内腔内に配された組織捕捉要素を通過する、前記ステップ
；および
　針を抜き取り、組織のカラムを組織体から除去するステップであって、組織捕捉要素は
、遠位方向の組織の動きに対して抵抗を与え、この抵抗は、近位方向の組織の動きに対し
て組織捕捉要素により与えられるいかなる抵抗よりも大きい、前記ステップ
　を含む、前記方法。
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【請求項５０】
　組織サンプルを得る方法であって：
　請求項１～４０のいずれかに記載の生検装置を組織体に挿入すること；および
　組織体から前記生検装置を抜き取ること
　を含む、前記方法。
【請求項５１】
　組織サンプルを得る方法であって：
　請求項４２～４８のいずれかに記載の針を組織体に挿入すること；および
　組織体から前記針を抜き取ること
　を含む、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、一般的に生検針に関し、より具体的には、内視鏡生検針において組織サンプ
ルを収集し、保持するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　内視鏡生検は、種々のタイプの癌を検出するための低侵襲の医療処置である。生検を行
う際には、組織サンプルを身体から取り出して分析する。医師は、組織の細胞組成を分析
するため、またコアサンプリング生検においては、組織の組織像（histology）（構造）
を分析するために生検サンプルを使用する。
【０００３】
　１９９６年に行われた全国的な健康調査によれば、米国では毎年１２０万件の内視鏡生
検が行われている。残念なことに、コアリング（coring）生検針による組織サンプル取得
の成功率は、望ましい水準よりも低い。多くの場合、得られたサンプルは、細胞構造の質
が悪く、組織像データが得られるほど十分に無傷ではない。
【０００４】
　通常の内視鏡は、中空の管と制御ハンドルを含む。中空の管は、身体への針の安全な挿
入のための管路を提供し、制御ハンドルにより、医師は内視鏡ヘッドを曲げることが可能
になる。通常、内視鏡ヘッドは、超音波デバイス、カメラ、液体または空気の掃出し能力
を有する。通常の口腔処置においては、内視鏡を患者の口に挿入し、生検箇所まで導く。
内視鏡を適当な位置に配してから、内視鏡の中空の管に針を通過させる。
【０００５】
　図１に示したものなど、通常の内視鏡と針の組立体は、内視鏡制御ハンドル１０、中空
管１２、針制御ハンドル１４、内腔１８を有する針１６、鞘２０および除去可能なスタイ
レット２２を含む。鞘は、内視鏡の内部を針の損傷から保護する。スタイレットは、針の
内腔を通じて移動し、端部の先端が対象となるサンプル箇所に達する前に、開放端部の先
端２４をもつ針が組織を収集するのを防ぐ。針が対象のサンプル箇所に達すると、スタイ
レットは、針の近位端を通じて除去される。制御ハンドルは、針の伸張および位置を制御
するため、スタイレットを除去するために使用される。
【０００６】
　生検針は、２つの一般的なタイプ：側部切断針と端部切断針に分けることができる。通
常の側部切断針は、針の側部に沿って開口を超えて移動する摺動鞘を具備する。鞘または
針は、組織を切除し、組織を強制的に針の内部の内腔に入れるように構成される。端部切
断針は、通常組織に穴を開け、切除するための傾斜した先端および切断先縁を有する。針
を組織のカラムにわたって進めたら、針を抜いたときに組織カラムを針の内腔内に留める
ようにする。組織サンプルの保持を補助するために吸込みを利用した吸引針を具備する針
組立体もある。
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【０００７】
　組織サンプル取得の成功率を向上し、かつ／または得たサンプルの質を改善する生検針
に対する需要がある。
【発明の開示】
【０００８】
発明の概要
　本発明の特定の側面にしたがって、生検針は、組織サンプルを針内部に保持するのを補
助し、その完全性を維持するために、針内腔内部に組織捕捉要素を具備する。一側面にし
たがって、いくつかの可撓性部材がある種の「組織逆止弁」を形成して、針を組織に進入
させる際に組織が内腔に入ることを可能とするとともに、針を抜き取る際に組織サンプル
が針から抜け出ることを防ぐ。可撓性部材は、いくつかの態様において、針の抜取りの始
めにおいて、対象組織体から組織サンプルを切除するように構成された切断縁を具備して
もよい。
【０００９】
　一態様にしたがって、生検装置は、組織の進入を可能とする開口を有し、内腔を画定す
る側壁を有し、内腔内に突出した組織捕捉要素を有する、針を具備し、組織捕捉要素は、
組織が組織捕捉要素を超えて内腔内部を移動することを可能にするように構成され、また
、組織が開口を介して針から抜け出ることを防ぐようにさらに構成されてなる。
【００１０】
　別の態様によれば、針は、第１の断面積をもつ開口を有し、切断先縁をさらに有する、
遠位先端を含む。針は、さらに遠位先端の近位にあり、第１の断面積よりも小さい第２の
断面積をもつ第１の通路を有する、針の第１の長尺部と、針の第１の長尺部の近位にあり
、第２の断面積よりも大きい第３の断面積をもつ第２の通路を有する、針の第２の長尺部
とを具備する。
【００１１】
　さらなる態様にしたがって、組織サンプルを得る方法であって、内腔を有する針の遠位
部を組織体に挿入し、組織のカラムを内腔内に強制的に入れることを含み、組織のカラム
の一部は内腔内に配された組織捕捉要素を通過する。さらにこの方法は、針を抜き取り、
組織のカラムを組織体から除去することを含み、組織捕捉要素は、遠位方向の組織の動き
に対して抵抗を与え、この抵抗は、近位方向の組織の動きに対して、組織捕捉要素により
与えられるいかなる抵抗よりも大きい。
【００１２】
　本発明の他の利点、特徴および使用は、概略的であり、寸法を定めるために表されたも
のではない添付の図面をともに参酌して、下記の本発明の限定的でない態様についての詳
細な説明により明らかになるだろう。明瞭化のために、すべての図面のすべての構成要素
に標識を付すことはしておらず、各態様のすべての構成要素について、当業者が本発明を
理解するのに説明が不要なものもまた同様である。本明細書と、参照して組み入れられた
文献とが相反する開示を含む場合には、本明細書の記載によって束縛されるべきである。
【００１３】
発明の詳細な説明
　本発明の一側面にしたがって、針を前進させる際に組織を生検針内腔に導入し、針を引
き抜く際に組織サンプルを針内腔に保持することによって、組織サンプルを収集するため
の方法および装置が提供される。本発明の別の側面によれば、組織のサンプリングの際に
生じる引裂きの量を、切断要素を生検針の内部に設けることによって低減することができ
る。別の側面にしたがって、得られたサンプルの保全性を改善することができ、これは組
織サンプルの組織像を調べる際にとくに役立つ。本発明のすべての態様が、本明細書に記
載された本発明のすべての側面を含むわけではない。しかしながら、いくつかの態様は、
種々の側面の組合せを含む。
【００１４】
　いくつかの態様におい概略的て、組織サンプルの切除および／または保持は、受動的様
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態で行われ得る。つまり、ユーザによる切除または保持デバイスの起動は、必須でなくて
もよい。このような手法は、使用の複雑さおよび／または製造コストを低減することがで
きる。
【００１５】
　いくつかの態様において、組織捕捉要素は、針内腔内に突出した保持部材であり、これ
により、組織がこの部材および／または針の内壁によって画定される通路を通過すること
が可能になる。針内部に含有された組織が引っ張られて反対の方向に移動するとき、つま
り針を組織体から抜き取る際に、保持部材は、その前に利用可能であった通路を実質的に
収縮し、または閉鎖することによって、組織が内腔を介して移動することを防ぐ。このよ
うにして、単数または複数の保持部材は、組織サンプルに対して一種の逆止弁として作用
する。
【００１６】
　いくつかの態様では、保持部材は、内腔を介した組織の動きに基づいて開放されたり、
収縮したりせず、むしろ部材の形状および構造によって逆止弁として作用する、画定され
た開放空間、つまり通路を維持する。
【００１７】
　複数の部材の代わりに、いくつかの態様では、組織捕捉要素を提供するために、針内部
に通路を備えた環を用いる。通路入口、つまり組織が導入される環の側部は、環に沿って
移動する際に組織が徐々に圧縮されるように傾斜させてもよい。通路は、一様の径の部位
を含んでもよく、そして出口側の針内腔の全径に対して比較的急に開口している。径（ま
たは針が円筒状ではない場合には断面積）の急激な変化は、針を組織体から引き抜くとき
、および組織のサンプルがその方向に引っ張られやすい場合に、組織が出口側の通路に再
侵入することを防ぐ。本明細書において、「通路」は、組織または細胞が通過し得る任意
の開口、孔、穴、経路またはチャネルを意味する。
【００１８】
　組織用の通路を拡大および収縮するために保持部材が移動する態様では、この部材を、
屈曲性ヒンジで針側壁に連結させてもよい。この部材は、針の近位端に向かって所定の角
度で針壁面から延在してもよい。他の態様では、部材を針側壁に連結するために、他の適
当なヒンジおよび／または取付具を用いてもよい。本明細書において、針装置の近位端は
、制御ハンドル側の端であり、針の遠位端は、組織体に導入される側の端である。
【００１９】
　針が抜かれて、組織が針部材の後方に対して押され始めたときに、組織を切除して、主
たる組織体から分離するように、保持部材の自由端の近位側は切断面を含んでもよい。こ
の様態では、組織サンプルの組織体からの分離は、受動的である。他の態様では、能動的
な切除デバイスを組織サンプルを分離するために用いてもよい。またさらなる態様では、
組織の切除は、ねじり動作によって達成されてもよい。
【００２０】
　ここで図面を参照し、４つの保持部材を具備する組織捕捉要素を含む、針の一態様を図
２ａ～２ｃに示す。針２００は、傾斜した遠位先端２０１を有し、針２００を組織体（図
示せず）内に前進させる際に組織を周方向に切除する、切断先縁２０２を含む。開口２０
５により、針内腔２０６への組織の導入が可能である。４つの保持部材２０４は、針側壁
２０８から延在し、針内腔２０６の中心軸回りに対称に距離を置いて配される。
【００２１】
　各保持部材２０４は、屈曲性ヒンジ２１０によって針２００に連結される。この屈曲性
ヒンジを形成するために、保持部材２０４の一部（または全部）を、切断（レーザ切断な
ど）、取付け（鋲留めまたは接着剤など）、モールドまたは他の方法で針の壁２０８から
形成することができる。図２ａ～２ｃに示すように、保持部材の曲げ部２１２は、屈曲性
ヒンジ２１０から距離を置いて位置決めすることができる。曲げ部２１２は、遠位配向面
２１４を保持部材２０４に提供する。組織が針２００内に（すなわち矢印Ａの方向に）移
動するとき、組織が遠位配向面２１４を押圧し、この力によって保持部材２０４が針側壁
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２０８に向かって外側に（すなわち矢印Ｂの方向に）押される。この動きの径方向成分が
保持部材間の通路を拡げ、または場合によってはこれを作り出す。この通路により針２０
０の組織体へのさらなる前進が可能となり、組織のカラムを内腔２０６内に組織捕捉部材
２０４を超えて押し出す。
【００２２】
　適当な量の組織を針２００に導入し、保持部材２０４を超えて押し入れたときに、針を
抜く。いくつかの従来技術の針では、針の引抜きによって、組織カラムが矢印Ａに反対の
方向、つまり針２００の外側に移動することになる。なぜなら組織カラムは、組織体の端
部に付着したままだからである。本発明のいくつかの態様では、組織が矢印Ａと反対の方
向に移動し始めると、保持部材２０４の鋭い縁２１６が組織カラムの外縁を捕らえ、組織
カラムのさらなる動きが保持部材を径方向内側に付勢し、組織を切除する。さらに、保持
部材２０４の径方向内側への動きにより、保持部材間に存在していた通路が収縮し、また
は場合によっては閉止する。この様態で、針２００に存在する組織が端部開口２０５を介
して出ることを防ぐ。本明細書において、組織捕捉要素を付勢して収縮させることは、保
持部材をして内腔または組織が通る任意の通路を完全に閉止させることを必ずしも必要と
しない。組織捕捉部材を付勢して収縮させることは、最大限可能な収縮ではない量だけ組
織捕捉要素を付勢して収縮させることを包含する（ただし、これに限定されない）。同様
に、本明細書において、組織捕捉部材を付勢して開放することは、組織捕捉部材を完全に
開放することを必ずしも要さない。
【００２３】
　本明細書において、内腔２０６は、針の遠位端に延在するよう画定される。このように
、側壁から、切断先縁２０２によって部分的に径方向に境界決めされた領域に延在する保
持要素は、内腔内に突出していると考える。
【００２４】
　保持部材２０４の曲げ部２１２は、好ましくは針側壁２０８と約４５度の角度２１８を
なす。いくつかの態様では、針側壁２０８との角度２１８は３０度から６０度の間であり
、または他の適切な角度である。いくつかの態様では、保持部材２０４は、曲げ部を全く
具備しなくてもよい。たとえば、保持部材２０４は、内部側壁に所定の角度で連結され得
るが、さらなる曲げ部を含まない。あるいは、他の態様では、保持部材２０４は、側壁２
０８に平行でもよく（または非常に微小角度で配されてもよい）、組織の移動が続くと保
持部材２０４が内側に引っ張られるようにして、遠位方向に移動する組織を捕まえるよう
に構成された自由端縁を含む。
【００２５】
　曲げ部２１２は側壁２０８と鋭角をなすように示されているが、保持部材２０４は、側
壁と９０度または鈍角をなすようにしてもよい。
【００２６】
　保持部材２０４は、長手方向に直線状である必要はなく、曲線-凸面もしくは凹面また
はその両方-を含んでもよい。いくつかの態様では、保持部材２０４は、（長軸に対して
）針側壁２０８に同一または同様の曲率半径を有してもよい。他の態様では、保持部材２
０４は、側面－側面方向にかつ／または長手方向に平坦でもよい。いくつかの態様では、
鋭い縁２１６近傍の保持部材２０４の横側部２２０は、切断縁を有してもよい。この様態
で、針をねじることにより、さらなる切除に係る特徴を与えることができる。
【００２７】
　４つの保持部材２０４を図２ａ～２ｃに示すが、１、２、３、５または６以上などの、
より少ない数またはより多い数の保持部材２０４を使用することができる。偶数個の保持
部材２０４を使用すると、製造上の有利さを与え得る。なぜなら、レーザ切断を利用する
場合、向かい合う保持部材は、シングルカット（single cut）で切断することができるか
らである。ステンレス鋼または他の適当な材料を使用して、針および／または保持部材を
構成することができる。いくつかの態様では、保持部材の形状および／または大きさを、
同じ針２００において変化させてもよい。保持部材の長手方向の位置は、互いに対して、
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かつ／または切断先縁２０２に対して変化させてもよい。さらに、保持部材２０４は、内
腔２０６の長軸回りに放射対称に位置決めする必要はない。
【００２８】
　保持部材２０４の端部および／または側部は、これらが曲がったり、径方向内側に移動
したりした場合に、端部および／または側部が補完的な縁部または表面に沿って互いに接
触するように構成し、配設してもよい。こうすることによって、通路の一部を完全にふさ
ぐことができる。たとえば、平坦な遠位配向面２１４を有する代わりに、４つの保持部材
２０４が一緒に押圧されるときに、内腔２０６の中心軸に沿った通路がない（しかし、中
心軸から径方向外側には小さい通路が存在する）ように保持部材２０４を成形してもよい
。また他の態様において、保持部材２０４が一緒に押圧されるときに内腔２０６が完全に
ふさがれるように保持部材２０４を構成してもよい。
【００２９】
　図３は、単一の保持部材２０４を組織捕捉要素として具備する態様を示す。この態様は
、多くの点について図２ａ～２ｃに示した態様に類似するが、組織サンプルを針２００内
に保持するために、４つの保持部材の代わりに１つの大きな保持部材２０を使用している
。保持部材２０４を曲げ部２１２とともに示すが、図２ａ～２ｃの態様のように、曲げ部
は必須ではない。保持部材２０４は、屈曲性ヒンジ（図示せず）で側壁に連結する。本明
細書において、ある要素が他の要素に「連結」と記述する場合、用語「連結」は、任意の
取付形態（直接または間接）および／または他の要素に一体化された要素であることを意
味する。たとえば、図３の態様では、保持部材２０４が側壁２０８から切られた部分を含
むので、保持部材２０４は側壁に連結されている。保持部材２０４は、保持部材２０４が
独立して製造された要素であり、接着剤や溶接または他の方法で側壁２０８に取り付けら
れたものである場合、側壁２０８に連結されていると考えられるだろう。
【００３０】
　この態様で示すように、組織捕捉要素は、組織サンプルが針２００から出ることを防ぐ
ために内腔２０６を完全に遮る必要はない。
【００３１】
　固定された組織捕捉要素を図４ａおよび図４ｂに示す。この態様において、環４０２は
、針２００の内腔２０６より小さい断面積をもつ長尺部位を含む、通路４０４を有する。
通路４０４は、組織が通路４０４を通じて遠位方向に移動し、針から出ることを可能とす
るよりも、組織が通路４０４を通じて近位側により容易に移動することが可能となるよう
にように構成する。
【００３２】
　この示された態様では、環４０２は、収縮長さ４０６に沿って近位方向に徐々に狭くな
る通路を形成する。径が一定の長さ部４０８は、収縮長さ部４０６の近位に存在する。近
位（図４ａの右側）に続く通路４０４は、内腔の全径（または一定の径の区域４０８の径
よりも大きい径を有する内腔）の大きさに開いている。この構成において、組織は、先縁
２０２によってカラムに切除され、遠位端開口２０５を通って移動し、収縮長さ４０６に
より徐々に圧縮され、径が一定の長さ４０８を通過し、そして環４０２に近位の内腔２０
６に入る。針２００を組織体から抜くとき、環４０２の近位配向壁４１０は、収集した組
織が通路４０４を介して内腔２０６から出るのを防ぐ。一定径の長さ部４０８は必須では
なく、通路４０４は、収縮長さ部４０６から、径が大きい内腔への開口にすぐに続いてい
てもよい。
【００３３】
　環４０２は、組織サンプルの組織体への接続を切断するために、近位配向壁４１０上に
鋭い縁または切断要素（図示せず）を含んでもよい。いくつかの態様では、近位配向壁４
１０は、径が急激に変化する代わりに傾斜を有していてもよく、この傾斜は、組織が遠位
方向に通路４０４に移動することに抗する程度に十分に急勾配である。
【００３４】
　固定された組織捕捉要素は、内腔の全周の回りに延在する必要はない。いくつかの態様
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において、図２ａ～２ｃに示した可撓性保持部材と同様の形状の非可撓性部材を備えても
よい。しかしながら、この固定された部材は、薄い部材とする代わりに容量をより大きく
してもよく、つまり環と同様に、側壁２０８との大きい接触面積をもつであろうし、また
壁４１０と同様の近位配向壁を有するだろう。
【００３５】
　遠位端開口ではなく、側壁開口を用いて、組織を針に導入する、本発明の代替的な態様
を図５に示す。この態様において、針２００は、組織体に切断先縁５０２とともに前進す
る。組織は側壁開口５０５を通じて内腔５０６に入る。針が組織体から抜かれる際に、切
断縁５０８は、所定の長さの組織を切除する。さらに引き抜くと、組織は保持部材２０４
を通じて移動する。近位配向面５１４にかかる力は、内腔５０６を通じる通路を拡大する
。図２ａ～２ｃに示した態様のように、保持部材５０４は、切断縁５１６を有してもよく
、この場合には縁位端に向いている。組織が保持部材５０４を超えて移動した後、縁位方
向への針２００の動きは、切断要素５１６による組織の組織体からのせん断を引き起こす
。いくつかの態様において、切断縁５０８の代わりまたはそれに加えて、切断縁を有する
鞘（図示せず）を利用し、部分的または完全に組織サンプルを組織体から分離する。いく
つかの態様では、針２００が前進している間、組織が組織捕捉要素を押すように、組織捕
捉要素を側壁開口５０５の近位に位置決めしてもよい。
【００３６】
　本発明の種々の態様に係る本明細書に含まれる記載の多くは、円筒状のデバイスに関連
した用語（たとえば周、柱、径）を使用しているが、態様の多くは、円筒状でない構成要
素を用いて構成されてもよいということを認識することが重要である。たとえば、四角の
内腔を有する針を用いてもよく、あるいはいくつかの態様では、環の通路または可撓性保
持部材を通ずる通路を、円形、シリンダ状以外または実質的に円形もしくはシリンダ状以
外の形状を有するようにしてもよい。
【００３７】
　図６は、組織捕捉要素が、針側壁２０８の内部に沿って配される、角度をもった複数の
返し６０２を含んでいる針２００の一態様を示す。図６の断面図は、内腔２０６の上部お
よび底部に突出した、複数の組の返しのみを示すが、同様の返しの組６０２が同様に、内
腔２０６の左側と右側（針の遠位端から見て）に沿って内腔２０６に突出している。この
態様では、一直線上の返しの組１つ当たり２０個の返しを用いているが、他の量を用いて
もよい。返し６０２は、近位方向に角度をもたせてあり、約０．１ｍｍなど任意の適切な
厚さでもよい。いくつかの態様において、返しの組が少ないもの、多いもの、または組１
つ当たりの返しが少ないもの、多いものを用いてもよい。図６に示した返しは、内腔２０
６の中心軸回りに対称に配されているが、いくつかの態様では、返しを非対称に位置決め
してもよい。さらに、返し６０２は、針２００に沿って直線状に位置決めする必要はない
。返しが側壁２０８となす角度は、返しの間で異なってもよい。いくつかの態様において
、針の開口により近い返しを、開口から遠い返しよりもより大きい角度をなすようにして
もよい。
【００３８】
　代替的な態様において、針２００の内部表面は、組織によって生じる摩擦係数が、組織
が移動する方向または移動しようとする方向によって異なるように、エッチングしてもよ
い。たとえば、組織捕捉要素は、組織が、開口に向かって動く場合に比べて、より容易に
針の内部方向に移動できる、エッチングされた表面を有してもよい。いくつかの態様にお
いて、エッチングという特徴を本明細書で開示する他の組織捕捉要素と組み合わせてもよ
い。
【００３９】
　図７は、取外し可能な針先７０２を与えた針の一態様を示す。取外し可能な針先７０２
を有すると、サンプルを元々収集した針の区域からサンプルを取り出す必要がなくとも、
組織サンプルを針組立体または内視鏡組立体から取り出すことができる。いくつかの態様
において、針のこの区域は、針からサンプルを取り出すことなくても、医師がサンプルの
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存在を視覚的に確認できるように、透明感のある（透明または半透明の）材料から作って
もよい。いくつかの態様では、取外し可能な針先７０２は、組織捕捉要素を含んでもよい
。
【００４０】
　取外し可能な針先は、ポリカーボネート、他のプラスチック、または他の適当な物質か
ら作ることができ、また、選択された縦の箇所７０４でせん断デバイスまたは押し割り（
スコアリング）デバイス（scoring device）を用いて取り外すことができる。いくつかの
態様では、この取外し可能な針先は、針の本体にねじおよび／または接着剤で取り付ける
ことができる。
【００４１】
　組織サンプルの追跡を改善するため、組織収集の前または後に、取外し可能な針先７０
２を標準物流記号（ＵＰＣ記号）またはラジオ周波数識別タグ（ＲＦＩＤタグ）などの識
別子で同定してもよい。
【００４２】
　本発明のいくつかの態様について本明細書で記載し、図示したが、本明細書で述べた機
能を果たすため、かつ／またはその結果もしくは利点を得るために、当業者であれば容易
に種々の他の手段または構造を想到するであろうし、かかる改変または変造の各々は、本
発明の範囲内であると考えられる。より一般的に、当業者は、本明細書で述べたすべての
パラメータ、寸法、材料および構成は、例示を意図したものであることを容易に認識する
であろうし、実際のパラメータ、寸法、材料および構成は、本発明の教示するところを用
いた特定の適用に依存するであろう。当業者は、習慣的に過ぎない実験を通して、本明細
書で述べた本発明の特定の態様の多くの均等物を認めるだろうし、または確認することが
できるだろう。したがって、先に述べた態様は、例示の目的のみで表されたのであり、添
付の特許請求の範囲およびその均等物の範囲内で、具体的に述べたものとは異なる他の方
法でも本発明を実践することができることを理解されたい。さらに、２以上のかかる特徴
、システム、材料および／または方法の任意の組合せは、かかる特徴、システム、材料お
よび／または方法が相互に矛盾しない場合に、本発明の範囲内に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】従来技術による通常の内視鏡針組立体を示す図である。
【図２ａ】本発明の一態様による、近位方向に角度をつけた可撓性部材を含む針の透視図
である。
【図２ｂ】図２ａに示した態様の側面図である。
【図２ｃ】図２ａおよび２ｂに示した態様の針を覗き込んだ正面図である。
【図３】本発明の別の態様による、１つの可撓性部材を具備する針を覗き込んだ正面図で
ある。
【図４ａ】通路を有する環を具備する本発明の別の態様の側断面図である。
【図４ｂ】図４ａで示した態様の正面図である。
【図５】側壁の開口を含む、本発明の別の態様の側断面図である。
【図６】内部に返しを有する針を含む、本発明の別の態様の側断面図である。
【図７】本発明の一側面による、取外し可能な針先の側面図である。
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